
別表一の二及び別表一の二次葉の記載の仕方 
 

１ この申告書は、外国法人が法人税及び地方法人税

の確定申告若しくは仮決算による中間申告又はこれ

らの申告に係る修正申告をする場合に記載します。 

２ 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法

人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法

人名を記載します。なお、納税地と国内にある事務

所、事業所その他これらに準ずるもの（以下２にお

いて「事務所等」といいます。）のうち主たるものの

所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる

事務所等の所在地を記載します。 

３ 「事業年度分の法人税   申告書」及び「課税事

業年度分の地方法人税   申告書」の空欄は、確

定申告をする場合には「確定」と、仮決算による中間

申告をする場合には「中間」と、それぞれ記載し、修

正申告をする場合には「修正確定」又は「修正中間」

と記載します。なお、期限後申告をする場合には、そ

の旨を併せて記載します。 

４ 「この申告書による法人税額の計算」、「法人税額

の計算」及び「この申告が修正申告である場合の計

算」の各欄の記載に当たっては、次によります。 

⑴ 「リース特別控除取戻税額等５」及び「リース

特別控除取戻税額等16」の各欄は、当該事業年度

に係る別表三(二)「25」、別表三(二の二)「26」、

別表三(三)「21」又は別表六(三十)「31」の金額

がある場合に、これらの金額を記載します。 

⑵ 「法人税額計６」及び「法人税額計17」の各欄

は、措置法第62条第１項｟使途秘匿金の支出があ

る場合の課税の特例｠に規定する使途秘匿金の支

出がある場合には、当該使途秘匿金の支出の額の

100分の40に相当する金額を各欄の上段に外書と

して記載します。この場合、｢控除税額８」及び「差

引所得に対する法人税額９」の各欄の記載に当た

っては、｢法人税額計６」の欄で外書きした金額を

「６」に含めて計算し、｢控除税額18」及び「差引

所得に対する法人税額19」の各欄の記載に当たっ

ては、｢法人税額計17」の欄で外書きした金額を「17」

に含めて計算します。 

⑶ 「所得税額等の還付金額29」の欄は、仮決算に

よる中間申告をする場合において、法第144条の11

｟所得税額等の還付｠の規定による還付を受けよ

うとするときは、次に掲げる金額の合計額を記載

します。 

イ 「所得税の額47」の金額、「控除しきれなか

った金額23」の金額又は法第141条第１号イ｟課

税標準｠に掲げる国内源泉所得に係る別表七

(一)「13の③」の金額のうち、いずれか少ない

金額 

ロ 「所得税の額56」の金額、「控除しきれなか

った金額25」の金額又は法第141条第１号ロに掲

げる国内源泉所得若しくは同条第２号に定める

国内源泉所得に係る別表七(一)「13の③」の金

額のうち、いずれか少ない金額 

⑷ 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額31」から

「この申告が修正申告である場合のこの申告に

より納付すべき法人税額又は減少する還付請求

税額33」まで、「この申告前の還付金額60」及び

「この申告により納付すべき法人税額又は減少

する還付請求税額61」の各欄の外書には、法第144

条の13｟欠損金の繰戻しによる還付｠の規定に

より還付の請求をした法人税の額で還付されて

いないものがあるときに、その還付金の額を記載

します。 

⑸ 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額31」及び

「この申告前の還付金額60」の各欄は、修正申告

をする場合において、法第144条の13第13項にお

いて準用する法第80条第10項｟欠損金の繰戻し

による還付｠の規定により還付する金額に係る

還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を

含めて記載します。 

⑹ 「⑴のうち中小法人等の年800万円相当額以下

の金額43」及び「⑿のうち中小法人等の年800万

円相当額以下の金額52」の各欄は、法第143条第

２項｟外国法人に係る各事業年度の所得に対す

る法人税の税率｠の規定の適用を受ける外国法



人が記載します。この場合において、「(43)の15％

又は19％相当額45」及び「(52)の15％又は19％相当

額54」の各欄の記載に当たっては、措置法第42条

の３の２第１項｟中小企業者等の法人税率の特

例｠の規定の適用を受けるときは「又は19％」を

消し、その他のときは「15％又は」を消します。 

⑺ 「所得税の額47」の欄の記載に当たっては、法

第141条第１号イに掲げる国内源泉所得に係る別

表六(一)「６の③」の欄に内書きした金額がある

場合には、当該金額を当該国内源泉所得に係る別

表六(一)「６の③」の金額から控除した金額を記

載します。 

⑻ 「所得税の額56」の欄の記載に当たっては、法

第141条第１号ロに掲げる国内源泉所得又は同条

第２号に定める国内源泉所得に係る別表六(一)

「６の③」の欄に内書きした金額がある場合には、

当該金額をこれらの国内源泉所得に係る別表六

(一)「６の③」の金額から控除した金額を記載し

ます。 

５ 「この申告書による地方法人税額の計算」及び「地

方法人税額の計算」の各欄の記載に当たっては、次

によります。 

 ⑴ 「課税標準法人税額 34」の欄は、当該課税事業 

年度が新たな事業の創出及び産業への投資を促進

するための産業競争力強化法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第 45号）の施行の日前に終了

する課税事業年度である場合には、「((6)+(6 の

外書))+((17)+（17 の外書))」により計算した金

額を記載します。 

 「この申告による還付金額 41」の欄の外書には、

法第 144 条の 13 第 12 項の還付請求書を提出する

場合に、同条第１項各号又は第２項に規定する還

付所得事業年度に該当する課税事業年度の地方法

人税法第 23 条第１項｟欠損金の繰戻しによる法

人税の還付があった場合の還付｠に規定する確定

地方法人税額のうち、法第 144条の 13第１項（同

条第９項から第 11 項までにおいて準用する場合

を含みます。）又は第２項（同条第 10項又は第 11

項において準用する場合を含みます。）の規定に

よる請求により還付を受けようとする法人税の額

に係る金額を記載します。なお、修正申告をする

場合において、当該金額が減少するときはその減

少後の金額を記載し、既に地方法人税法第 23条第

１項の規定により還付を受けた金額に係る還付加

算金があるときは当該還付加算金の額のうち当該

減少後の金額に係る金額を含めて記載します。 

 「この申告前の欠損金の繰戻しによる還付金額

66」の欄は、地方法人税法第23条第１項の規定に

より還付を受けた金額に係る還付加算金があると

きは、当該還付加算金の額を含めて記載します。

 

 


